
２ 水田の畑地化に係る検討事項 

【水田の畑地化に係る基盤整備のフロー】 

水田の畑地化の主なケースとしては、「ほ場整備実施時に一部又は全部の区域を畑地化す

る場合」、「既にほ場整備実施済みの地区で、畑地化に適した区域を選定して基盤整備を行

う場合」、「ほ場整備未実施の地区で、荒廃農地も含めて水田を畑地化する場合」等が想定

される。 

いずれの場合でも、基盤整備の基本的な流れは以下のとおりである。 

なお、ほ場整備実施済みであっても、従前区画のままでは畑作に支障を来すことが予想

される場合は、再区画整理等を検討する。 

 

 

１ 地区の現況把握

（資料収集・聴き取り・現地踏査）

２ 畑地化区域の選定（ゾーニング）

(1) 水稲に適した田と畑作導入可能

区域の区分

(2) 汎用化適合区域と畑地化適合区

域の区分

・土壌、地下水位等の現地調査や畑地化区域の選定（ゾーニング）に

向けて、資料収集、関係農業者等からの聴き取り及び現地踏査を実

施。

４ 導入作物と現地条件を踏まえた

整備内容の検討

５ 基盤整備に向けた具体的な工法

検討

６ 畑地化に係る整備計画の決定

７ 畑地化に係る基盤整備の実施

・土壌、地下水位等の現地調査を行い、ほ場の排水性に基づき、対象

ほ場を「水稲に適した田」と「畑作導入可能区域」に区分。

・現地条件を勘案し、基盤整備の具体的な工法及び工事中の環境配慮

対策について検討。

・上記の調査検討結果に基づいて事業計画を決定し、工事実施に向け

た予算、費用負担等を検討・調整。

・畑地化に向けた整備工事を実施。

・導入作物の栽培に適した農地条件を実現するために必要な整備内容

について検討。併せて、畑地化整備の実施及び導入作物の作付けに

伴う生態系への影響について検討。

・水利条件、営農条件（導入作物、畑地化後の採算性）等に基づき、

上記(1)の「畑作導入可能区域」を「汎用化適合区域」と「畑地化

適合区域」に区分。

８ 基盤整備完了後の取組
・関係者の連携による営農のフォローアップ、土壌物理性・化学性に

係る診断・対策、畝立て等の地表排水対策を実施。

３ 水田の畑地化に向けた調査
・現況把握の結果を踏まえた上で、①ほ場の排水性、②畑地かんがい

諸元、③導入作物、④水利条件、⑤土層改良に係る経済性、⑥畑地

化後の周辺環境への影響の有無、⑦担い手への農地の集積・集約化

への支障の有無及び⑧ほ場の土壌化学性に係る調査を実施。
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